
 
 
 
 
 
 
 

 

－ 参観会・懇談会のお知らせ － 
 

 本年度最後の参観会及び懇談会を以下の通り実施します。新型コロナウイルス感染症防止に関
する国や市の方針及び双葉小学校における感染状況から、現時点では参観会及び懇談会への人数
制限は設けないこととします。保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染症対策に御協力いた
だきながら、授業に取り組む子供たちの様子を是非御覧ください。 

 

１ ⽇ 時   令和５年２⽉８⽇（⽔）13 時 20 分〜15 時 00 分 
２ ⽇程等 
 ▶ 参 観 会 13 時 20 分〜14 時 05 分（５時間⽬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▶ 児童下校 14 時 15 分 
 

▶ 懇 談 会 14 時 15 分〜14 時 45 分 
  ＜内容＞ 

◎ 本年度の振り返り及び次年度に向けて（学級担任より） 
・本年度の教育活動を通して成⻑した学年や学級の表れ等 
・次年度に向けて、今後子供たちに意識させたいことや身に付けさせたい力等 

◎ 家庭での子供の様子等について 
※保護者同士が気楽に話し合い、情報交換ができる時間を設けます。 

 ▶ 令和５年度 PTA 役員決め 14 時 45 分〜15 時 00 分終了予定 
   ※懇談会終了後、引き続き令和５年度 PTA 役員決めを行います。詳細につきましては、 

後⽇ＰＴＡ会⻑より配付される通知⽂書を通してお知らせします。 
３ その他 
 ・授業内容と場所については、お子様の予定帳を通して御確認ください。 
 ・写真や動画の撮影は御遠慮ください。 
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＜新型コロナウイルス感染予防について＞ 
・必ず検温し、発熱や風邪症状がないことを確認して

から来校ください。体調がすぐれない場合は来校を
御遠慮ください。 

・参観の際には次の対応をお願いします。 
①マスクの着用 ②アルコール消毒による手指の消
毒：昇降口に消毒液設置 ③他の方との距離をでき
るだけとる（★） 

 
 

 
 
 
 

    

廊下からも参観できます  

廊下側の窓と教室後方の出⼊口の⼾
を取り外します。 

教
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（★）他の人とできる
だけ距離をとること
ができるよう、２カ所
から参観できるよう
にします。 

https://www.city.hamamatsu-szo.ed.jp/futaba-e/


 ・参観時には防犯対策として名札を着用ください。 
・各自でスリッパを御持参ください。 

 ・車での来校は御遠慮ください。 
 ・自転車で来校した場合は、体育館⻄側にある駐輪場を御利用ください。 
 ・新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応や悪天候等により、参加人数を制限したり中止を判断

したりする場合は、当⽇の朝６時 30 分までにさくら連絡網を通してお知らせします。 
※予定通り実施する場合は、連絡はしません。 

 
 
 
 
 
 
 

－ 学習者用タブレット型端末の持ち帰りについて － 
１⽉ 27 ⽇（金）に、学習者用タブレット型端末とＡＣアダプターをケースに⼊れて持ち帰りま

す。子供たちは、各学級で「学習者用タブレット型端末活用ルール」の資料に基づきながら、使用
上の留意点やルール、タブレット型端末を利用した家庭学習の内容について確認します。 

各御家庭におかれましても、お子様と別紙「学習者用タブレット型端末活用について（持ち帰り
版）」の内容を御確認いただき、安心・安全に適切な活用が促進されますようお願いします。 
 

【各御家庭で確認していただく内容】 
✔ 学習者用タブレット型端末の使用について   ✔ 情報モラルについて 
✔ 健康面について  ✔ Wi-Fi 接続の確認（接続方法は、別紙参照） 

 

なお、学習者用タブレット型端末は各家庭で充電し、ケースに⼊れて１⽉ 30 ⽇（⽉）に学校に
持たせてください。 

また、登下校時における、落下による故障を避ける 
ため、学習者用タブレット型端末を⼊れたケースは、 
横断バックなどの手提げ袋ではなく、ランドセルの中に⼊れるようにします。 
 

＜学習者用タブレット型端末の持ち帰りに伴うアンケート調査の実施＞ 

お子様が持ち帰る「学習者用タブレット型端末」は、Wi-Fi【無線 LAN】の環境（※）がある中
で御利用いただくことができます。そこで、学習者用タブレットを持ち帰るにあたり、さくら連絡
網アンケート調査を利用して、御家庭における Wi-Fi【無線 LAN】環境の状況を確認します。 

２年⽣〜６年⽣の御家庭につきましては昨年度実施していますので、１年⽣の御家庭（実家庭）
のみを対象とします。アンケート調査への御協力をよろしくお願いします。 

▶ アンケート調査期間：令和５年１⽉ 12 ⽇（⽊）〜令和５年１⽉ 20 ⽇（金） 
※Wi-Fi【無線 LAN】の環境については、別紙「Wi-Fi【無線 LAN】のある環境とは？」を参照。 

【懇談会時におけるお子様の預かりについて】 
懇談会時にお子様の預かりを希望される方は、さくら連絡網アンケート調査「懇談会時にお

けるお子様の預かり希望」を通してお申し込みください。 
▶ アンケート調査期間：令和５年１⽉ 12 ⽇（⽊）〜令和５年１⽉ 20 ⽇（金） 
なお、預かり時には、体育館で動画を視聴する予定です。必要に応じてお子様に座布団を持

たせてください。 

家庭で充電 



ルール２

学習者用タブレット型端末活用ルール

浜松市立双葉小学校

【学校と家庭だけで、目的をもって使う】
〇 学校では
・先生の指示で使います。
・保管は各階の充電保管庫です。
〇 家庭では
・家の人の目の届くところで保管します。
・他人に貸したり、使わせたりしません。
・「ドリルパーク（放課後用）」や「NHK For School」を使用します。
・学校に持ってくる前に、家庭で十分に充電をしておきます。

【目的】

学習者用タブレット型端末は学習を目的と
して使います。一人一人の理解に応じた学習
を行ったり、各自の考えを即時に共有し子供
同士で双方向の意見交換を行ったりしながら、
学びをより一層充実させていきましょう。

【端末は学校のものであり、貸出品であることを忘れない】
〇 大切に使いましょう
・無くさない。・落とさない。・水にぬらさない。・落書きしない。
・そばで飲食しない。・シールを貼らない。・磁石を近づけない。
・ストーブの近くに置かない。・水筒と一緒にして運ばない。
・登下校中はしまう。・使用しないときは、画面を閉じる。

〇 不具合が出たり、壊したりしたときは、先生に知らせます。

【みんなが安心して学べるように、モラルを守る】
・アカウント・パスワードを他の人に教えません。
・児童のアカウント以外のアカウントでログインしません。
・人物を撮影するときは、必ず撮影する相手の許可をもらいます。
・個人情報（名前や住所・電話番号・写真）や、相手を傷つけたり、

嫌な思いをさせたりすることは、ネット上に絶対書き込まない。
・USBメモリなどを使ってデータを出し入れしない。
・許可なく設定を変更したり、アプリのインストール・アンインス

トールをしない。
・学習に関係のないサイトや不適切なサイトを見たり、投稿を行っ

たりしない。
【心と体の健康を考えて、安全に学ぶ】
・休み時間は、先生の指示に従って使います。
・目を30㎝以上離し、良い姿勢で使用する。
・30分に1回はタブレット型端末から目を離し、20秒以上遠くを見

て目を休める。
・寝る１時間前からはタブレット型端末を使用しません。
・部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを調整します。

ルール１

ルール３

端末持ち帰り兼用

緊急時対応３(令和４年度版)



                                          

                               

別 紙 

学習者用タブレット型端末活用について（家庭持ち帰り版） 

             

 御家庭におけるタブレット型端末の活用について、お子様と以下の内容を御確認いただ

き、安心・安全に適切な活用が促進されますようお願いします。 

 

１ 学習者用タブレット型端末の使用について 

 〇 学習を目的として使用します。休校等による緊急時対応のため、家庭だけで使用し

ます。 

 〇 貸与品であることを認識し、大切に使用・保管します。 

 〇 貸し出された本人のみが使用します。(貸し借りはしません。) 

 〇 充電は、同時に貸し出した充電用 AC アダプタを使用して行います。学校へ返却する

際は、充電をした状態で返却します。 

２ 情報モラルについて 

 〇 アカウント・パスワードを他の人に教えません。 

 〇 人物を撮影するときは、必ず撮影する相手の許可をもらいます。 

 〇 個人情報（名前や住所・電話番号・写真）や、相手を傷つけたり嫌な思いをさせたり

することは、ネット上に絶対に書き込みません。 

 〇 USB メモリ等を使って、データを出し入れしません。 

 〇 許可なく設定の変更や、アプリのインストール・アンインストールをしません。 

 〇 学習に関係のないサイトや不適切なサイトを見たり、投稿を行ったりしません。 

３ 健康面について 

 〇 目を 30 ㎝以上離し、良い姿勢で使用します。 

 〇 30 分に 1回はタブレット型端末から目を離し、20 秒以上遠くを見ます。 

 〇 寝る 1時間前からはタブレット型端末を使用しません。 

 〇 部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを調整します。 

  （夜に使用する場合は、昼使用時より明るさを下げることが推奨されています。） 

 

今後、学校内外を問わず ICT 機器全般の利用機会が広がっていくことが予想されます。 

タブレット型端末の使用については、いつどのように使うか等を、お子様と話し合いなが

ら家庭でのルールも確立させていくことが大事になってきます。 

この機会に、学校での指導に加え、是非家庭内のルールも話し合ってみてください。 

【タブレット型端末活用 我が家のルール】 

 

 

 

 



 

学校からお子様に配付されるタブレット型端末は、Wi-Fi【無線 LAN】の環境がある中
で御利用できます。 
 

Wi-Fi【無線 LAN】のある環境とは？ 
 

Wi-Fi を使うために必要なもの 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

▼ テザリング 
スマートフォンなどのデータ通信を利用して、タブレットをインターネットに 

接続することです。Wi-Fi がない場所でも通信できます。 
スマートフォンが Wi-Fi ルーターの代わりとなり、 

タブレットでもインターネットができるようになります。 

●タブレット型端末と 

Wi-Fi ルーターを接続 

 

●Wi-Fi ルーターに 

ＬＡＮｹｰﾌﾞﾙを接続 

▼ モバイル Wi-Fi ルーター 
モバイル Wi-Fi ルーターとは、インターネットに接続 

するために使う小型で軽量な通信端末のことです。 
室内外でインターネットを利用できます。 

などがあります。 

別紙 

▼ Ｗｉ－Ｆｉルーター 
無線でタブレットを LAN 接続し、インターネットを使えるようにするための機器

です。 



＜Ch rom eb oo k で W i-F i に接続する 方法＞ 

                   ICT 教育推進グループ 

ステッ プ 1  

画面右下の「 ク イ ッ ク 設定パネル」  

を ク リ ッ ク し ます。  

 

ステッ プ 2  

[ネッ ト ワーク 未接続] を ク リ ッ ク し ます。  

 

 

 

ステッ プ 3  

接続する W i-F i ネッ ト ワーク を選択し ます。  

 

 

 

 

 

ステッ プ 4  

必要に応じ てパスワード を 入力し ます。  

※パスワードは、
　御家庭の機器の
　パスワードです。
　


